
　
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と

な
ら
な
い
軽
度
・
中
等
度
の
難
聴
児

の
補
聴
器
購
入
費
を
助
成
し
ま
す
。

●
条
件　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

　

対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
な
ど

●
助
成　

補
聴
器
購
入
費
用
の
３
分

　

の
2

※
た
だ
し
、
補
聴
器
の
種
類
ご
と
に

　

助
成
上
限
が
あ
り
ま
す

　

障
が
い
者
（
児
）
が
日
常
生
活
を

営
む
上
で
の
困
難
を
改
善
し
、
自
立

し
た
生
活
を
支
援
し
ま
す
。

●
内
容　

ス
ト
マ
、
お
む
つ
な
ど
の

　

給
付
、
便
器
、
手
す
り
、
住
宅
改

　

修
費
給
付
な
ど

●
条
件　

障
害
者
手
帳
所
有
者
ま
た

　

は
難
病
な
ど
で
支
援
が
必
要
な
方

●
料
金　

原
則
経
費
の
１
割
負
担

※
負
担
上
限
が
あ
り
ま
す 

　

障
が
い
者
（
児
）
の
地
域
で
の
自

立
し
た
生
活
を
支
援
し
ま
す
。

●
内
容　

障
が
い
者
相
談
支
援
事
業

（
無
料
）、  

日
中
一
時
支
援
事
業
、

　

移
動
支
援
事
業
（
特
別
支
援
学
校

　

へ
の
通
学
支
援
含
む
）、
コ
ミ
ュ

　

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
、
成
年

　

後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
、
自
動

　

車
運
転
免
許
取
得
・
改
造
助
成
事

　

業
な
ど

●
条
件　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
が

　

い
者（
児
）ま
た
は
難
病
な
ど
で
支

　

援
が
必
要
な
方

●
料
金　

原
則
サ
ー
ビ
ス
料
の
一
割

　

負
担
と
食
費
な
ど
の
実
費
負
担

　

　

タ
ク
シ
ー
等
利
用
券
を
交
付
し
ま
す
。

●
内
容　

年
間
で
福
祉
タ
ク
シ
ー
券

（
６
９
０
円
12
枚
綴
）
を
１
冊
交
付
。

　

人
工
透
析
の
た
め
通
院
の
方
は
２

　

冊
。（
交
通
費
助
成
を
受
け
て
い
る

　

方
を
除
く
）

●
条
件

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
の
方

（
た
だ
し
、
下
肢
機
能
障
害
は
１
〜

　

４
級
の
方
）

・
療
育
手
帳
Ａ
、
Ｂ
の
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
〜

　

２
級
の
方

　

人
工
透
析
療
法
を
受
け
る
た
め
の

通
院
交
通
費
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

●
条
件　

身
体
障
害
者
手
帳
所
有
の

　

所
得
税
非
課
税
の
方
で
、
生
活
保

　

護
法
な
ど
に
よ
り
通
院
交
通
費
の

　

助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

※
心
身
障
が
い
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
等

　

利
用
助
成
事
業
と
の
併
用
不
可

●
給
付　

自
宅
か
ら
医
療
機
関
ま
で

　

の
往
復
距
離
に
よ
り

・
20
㌔
未
満　

３
０
０
０
円
／
月

・
20
㌔
以
上
30
㌔
未
満　

　
　
　
　
　
　

４
０
０
０
円
／
月

・
30
㌔
以
上　

５
０
０
０
円
／
月

　

重
度
障
が
い
者
を
在
宅
で
介
護
し

て
い
る
方
に
対
し
、
介
護
者
激
励
金

を
支
給
し
ま
す
。

●
条
件　

身
体
障
害
者
手
帳
１
、２

　

級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
所
有
の
20

　

歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、
日
常

　

生
活
全
般
に
お
い
て
介
護
を
要
す

　

る
在
宅
の
障
が
い
者
の
介
護
者

●
給
付　

２
万
６
千
円
／
年

  

 

　

自
立
支
援
医
療
費
を
支
給
し
、
福

祉
の
増
進
を
図
り
ま
す
。

●
条
件　

更
生
医
療
・
育
成
医
療
・

　

精
神
通
院
医
療
の
対
象
疾
病
を
有

　

す
る
方
で
、
一
定
所
得
未
満
の
方

●
給
付　

医
療
保
険
の
個
人
負
担
分

　

の
一
部
を
給
付
（
課
税
・
収
入
状

　

況
な
ど
に
応
じ
て
給
付
額
が
異
な

　

り
ま
す
）

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重
度

の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方

に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

●
条
件　

病
院
な
ど
に
３
カ
月
以
上

　

入
院
ま
た
は
施
設
に
入
所
し
て
い

　

な
い
方
、
本
人
お
よ
び
扶
養
義
務

　

者
が
一
定
所
得
未
満
の
方

●
給
付　

 
年
４
回
支
給（
月
額
）

・
20
歳
以
上
２
万
７
３
５
０
円　

・
20
歳
未
満
１
万
４
８
８
０
円        

　

障
が
い
者
の
自
立
し
た
生
活
を
支

援
す
る
た
め
、
相
談
業
務
を
委
託
し

て
い
ま
す
。

●
内
容　

障
が
い
者
や
ご
家
族
の
悩

　

み
や
相
談
に
対
し
て
、
専
門
的
な

　

職
員
が
相
談
を
受
け
、
そ
の
方
に

　

あ
っ
た
支
援
を
行
い
ま
す

●
相
談
日　

月
〜
金
曜
日
の
午
前
８

　

時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
祝

　

日
・
年
末
年
始
は
休
み
）

●
連
絡
先
　
相
談
支
援
事
業
所
お
き

　

た
ま　

☎
88

－

５
３
５
７

　

医
師
の
処
方
に
よ
り
在
宅
酸
素
療

法
を
行
っ
て
い
る
方
に
酸
素
濃
縮
器

の
電
気
料
金
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

●
給
付　

呼
吸
器
機
能
障
害
に
よ
り

　

身
体
障
害
者
手
帳
３
、４
級
を
所

　

有
し
て
い
る
方
は
月
額
１
６
０
０

　

円
。 

そ
の
他
の
方
で
、本
人
の
前

　

年
分
所
得
税
非
課
税
の
方
は
月
額

　

８
０
０
円
。

　

冬
期
間
に
お
け
る
経
済
的
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、１
世
帯
に
つ
き

５
０
０
０
円
分
の
福
祉
灯
油
券
を
交

付
し
ま
す
。

●
条
件　

町
民
税
非
課
税
世
帯
で
重

度
心
身
障
害
者
医
療
証
交
付
世
帯
、

70
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯
な
ど

●心身障がい者福祉に関する問い合わせ　健康福祉課福祉係　☎ 86-0111

﹇ 
心
身
障
が
い
者
福
祉 

﹈

　

障
が
い
者
の
自
立
し
た
生
活
を
支

援
し
ま
す
。

●
内
容　

居
宅
介
護
、
生
活
介
護
、

　

短
期
入
所
、
就
労
継
続
支
援
、
グ

　

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
児
童
発
達
支
援
、

　

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

　

居
宅
生
活
や
障
が
い
者
支
援
施
設

　

な
ど
へ
の
入
所
・
通
所
の
支
援

●
条
件　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
が

　

い
者（
児
）・
難
病
な
ど
で
支
援
が

　

必
要
な
方

※
障
害
支
援
区
分
認
定
が
必
要
に
な

　

り
ま
す

●
料
金　

世
帯
の
町
民
税
課
税
状
況

　

に
応
じ
た
負
担
と
食
費
な
ど
の
実

　

費
負
担

　

障
が
い
者
（
児
）
の
身
体
機
能
を

補
完
・
代
替
す
る
も
の
を
装
着
す
る

こ
と
に
よ
り
、
自
立
し
た
生
活
を
支

援
し
ま
す
。

●
内
容　

必
要
な
補
装
具
費
を
支
給

●
条
件　

身
体
障
害
者
手
帳
所
有
者

　

ま
た
は
難
病
な
ど
で
、
補
装
具
が

　

必
要
な
方

●
料
金　

原
則
経
費
の
１
割
負
担

※
負
担
上
限
が
あ
り
ま
す
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﹇ 
高
齢
者
福
祉 

﹈

●
条
件　

介
護
保
険
に
該
当
し
な
い

　

65
歳
以
上
の
方
で
、
25
項
目
の
基

　

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
該
当
し
、

　

介
護
予
防
の
た
め
に
利
用
が
必
要

　

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方

●
利
用　

月
〜
金
曜
日
の
間
で
１
回
、

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

●
利
用
料　

７
０
０
円
／
回

●
場
所　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

体
力
・
運
動
機
能
の
維
持
向
上
を

目
的
に
、
週
１
回
２
時
間
程
度
の
運

動
を
行
う
教
室
で
す
。

●
条
件　

介
護
保
険
に
該
当
し
な
い

　

65
歳
以
上
の
方
で
、
25
項
目
の
基

　

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
該
当
し
、

　

介
護
予
防
の
た
め
に
利
用
が
必
要

　

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方

●
利
用
料　

２
０
０
円
／
回

●
場
所　

須
貝
接
骨
院

●
条
件　

介
護
保
険
に
該
当
し
な
い

　

65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯
の
方

　

で
、
25
項
目
の
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ

　

ス
ト
で
該
当
し
、
日
常
生
活
で
支

　

援
お
よ
び
指
導
が
必
要
な
方

●
利
用　

家
事
支
援
、
１
週
間
２
回

　

以
内
で
１
回
１
時
間
未
満

●
利
用
料　

２
３
６
円
／
回

　

住
民
主
体
の
集
い
の
場
と
し
て
百

歳
体
操
や
趣
味
活
動
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
条
件　

だ
れ
で
も
（
65
歳
以
上
の

　

方
で
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
お

　

い
て
該
当
し
、
利
用
が
必
要
と
認

　

め
ら
れ
た
方
）

●
利
用　

毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日　

　

午
前
10
時
〜
昼
12
時

●
利
用
料　

２
０
０
円
／
回

●
場
所
「
つ
ど
い
の
場 

に
じ
」（
鮎

　

貝
３
２
３
５
）

　　

介
護
予
防
を
目
的
に
体
力
筋
力
向

上
と
、
認
知
症
予
防
に
も
な
る
体
操

を
定
期
的
に
行
う
教
室
で
す
。

●
条
件　

65
歳
以
上
の
方
で
日
常
生

　

活
に
支
援
の
必
要
が
な
い
方

●
利
用　

各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

　

ン
タ
ー
で
週
１
回
開
催

●
利
用
料　

２
０
０
円
／
回

●
場
所　

各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

　

ン
タ
ー

　

体
力
・
運
動
機
能
の
維
持
向
上
、

交
流
を
目
的
に
、
週
１
回
２
時
間
通

所
に
よ
り
運
動
を
行
う
教
室
で
す
。

●
条
件　

65
歳
以
上
の
方
で
日
常
生

　

活
に
支
援
の
必
要
が
な
い
方

●
利
用
料　

２
０
０
円
／
回

●
場
所　

新
野
医
院
運
動
コ
ー
ナ
ー

　

在
宅
で
常
時
失
禁
状
態
に
あ
る
介

護
の
必
要
な
高
齢
者
に
対
し
て
、
紙

お
む
つ
を
支
給
し
ま
す
。

●
条
件　

65
歳
以
上
の
方
で
、
要
介

　

護
１
以
上
の
常
時
失
禁
状
態
に
あ

　

る
高
齢
者
。
た
だ
し
、
要
介
護
１

　

・
２
に
つ
い
て
は
認
知
症
高
齢
者

　

の
日
常
生
活
自
立
度
が
Ⅲ
ａ
以
上

　

の
方（
入
院
中
は
該
当
し
ま
せ
ん
）

●
給
付　

現
物
（
１
カ
月
あ
た
り
介

　

護
保
険
制
度
の
利
用
者
負
担
割
合

　

が
１
割
の
方
は
４
０
０
０
円
以
内
、

　

介
護
保
険
制
度
の
利
用
者
負
担
割

　

合
が
１
割
以
外
の
方
は
２
０
０
０

　

円
以
内
）

　

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
が
、

急
病
や
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に
ご
く

簡
単
な
操
作
で
受
信
セ
ン
タ
ー
に
通

報
す
る
こ
と
の
で
き
る
緊
急
通
報
機

器
の
設
置
を
行
い
ま
す
。

●
条
件　

65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世

　

帯
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
で

　

町
民
税
非
課
税
世
帯

●
利
用
料　

５
５
０
円
／
月

　

自
力
で
雪
下
ろ
し
が
で
き
な
い
世

帯
に
対
し
て
雪
下
ろ
し
費
用
を
支
給

し
ま
す
。

●
条
件　

町
民
税
非
課
税
世
帯
で
高

　

齢
者
の
み
の
世
帯
、
障
が
い
者
の

　

み
の
世
帯
な
ど

●
給
付　

屋
根
の
雪
下
ろ
し
１
回
当

　

た
り
１
万
８
０
０
０
円
を
上
限
と

　

し
て
年
度
３
回
以
内

　

自
力
で
除
雪
が
で
き
な
い
世
帯
に

対
し
て
除
雪
支
援
を
行
い
ま
す
。

●
条
件　

町
民
税
非
課
税
世
帯
で
高

　

齢
者
の
み
の
世
帯
、
障
が
い
者
の

　

み
の
世
帯
な
ど

●
内
容　

住
居
の
出
入
り
口
か
ら
生

　

活
道
路
に
出
る
ま
で
の
除
雪
を
行

　

い
ま
す

　

認
知
症
の
疑
い
の
あ
る
方
、
認
知

症
の
方
と
家
族
の
方
が
安
心
し
て
在

宅
生
活
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
認
知

症
ケ
ア
の
専
門
職
が
訪
問
し
支
援
し

ま
す
。
ま
た
、
認
知
症
な
ど
の
早
期

発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
に
専
門
医

に
よ
る
相
談
を
行
い
ま
す
。

●
条
件　

40
歳
以
上
の
方
で
認
知
症

　

に
つ
い
て
相
談
し
た
い
方
や
そ
の

　

家
族

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
が
安
心
し
て

生
活
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
に

看
護
職
な
ど
が
訪
問
し
ま
す
。

●
条
件　

75
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

　

し
の
方

　

徘
徊
な
ど
で
行
方
不
明
と
な
っ
た

と
き
、
早
期
に
発
見
で
き
る
よ
う
に

支
援
し
ま
す
。

　

65
歳
以
上
で
認
知
症
に
よ
り
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
が
運
転
免
許

証
を
自
主
返
納
し
た
場
合
、
ま
た
75

歳
以
上
の
方
で
認
知
症
に
よ
り
運
転

免
許
証
取
消
処
分
と
な
っ
た
場
合
、

タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
を
交
付
し
ま

す
。

　

介
護
者
を
一
時
的
に
介
護
か
ら
解

放
す
る
た
め
に
、
施
設
見
学
な
ど
を

兼
ね
た
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

●
条
件　

要
介
護
度
３
以
上
の
方
、

　

ま
た
は
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生

　

活
自
立
度
が
Ⅲ
ａ
以
上
の
方
を
介

　

護
し
て
い
る
家
族

　

認
知
症
の
方
や
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